
在宅医療等の必要量に対する
 訪問診療及び介護サービスの提供状況

平成
 

30 年
 

11 ⽉
 

９
 

⽇
平成30年度第１回

 

地域包括ケア推進ネットワーク会議（抜粋） 資料２－１

Presenter
Presentation Notes
長寿政策課長の杉山です。

先ほど、鈴木理事から説明いたしましたが、
現計画策定時に推計しました
在宅医療等の必要量に対する介護サービスの見込み量について、
現状をご説明いたします。



第７期介護保険事業（⽀援）計画における在宅医療等の⾒込み
〇2025年の在宅医療等の必要量と提供⾒込み（市町推計）

 

（⼈/⽉）

市町名

必要量(追加的需要＋⾼齢化分) 提供⾒込み量(追加的需要分＋⾼齢化分）

必要量(追加分) 必要量(⾼齢化分)
介護

医療院 外来 介護⽼⼈保

 
健施設 訪問診療 その他

療養病床 ⼀般病床 介護⽼⼈保

 
健施設 訪問診療

賀茂圏域 1,024 110 87 399 428 63 87 381 486 7
熱海伊東圏域 1,643 144 112 651 735 8 112 514 965 43
駿東⽥⽅圏域 7,186 891 378 2,647 3,271 209 717 2,332 3,862 65
富⼠圏域 3,723 480 152 1,479 1,612 23 612 1,284 1,754 50
静岡圏域 8,082 987 235 3,014 3,845 616 235 3,119 3,845 267
志太榛原圏域 4,585 582 205 1,966 1,832 50 205 1,865 2,398 66
中東遠圏域 4,198 801 157 1,820 1,420 228 718 1,770 1,433 49

⻄部圏域 9,652 1,611 369 3,510 4,162 708 1,204 3,513 4,227 0

県計 40,093 5,606 1,695 15,486 17,305 1,904 3,890 14,779 18,972 548
（出典）必要量：静岡県地域医療構想(国の機械的試算)、提供⾒込み量：市町の推計値の積み上げ

※四捨五⼊により数字が⼀致しないものがある

■第７期介護保険事業（⽀援）計画の進捗管理
○第7期計画の訪問診療の⾒込みに対する実績
○療養病床の転換の状況（介護医療院の設置状況）

Presenter
Presentation Notes
この表は、計画策定時に推計しました在宅医療等の必要量に対する
介護サービスの見込み量です。

計画策定時には、介護医療院の設置、運営基準等が示されておらず、
また、入院医療から在宅医療等へ移行する方の状態像の把握も
不十分な中、県と市町で協力して、見込みを立てましたが、
正直、まだまだ精査が必要な数字となっています。

そのため、計画策定時に開催した各会議で、
策定後、きちんと実績を把握し、次期計画に向けて、
地域医療構想の影響がどの程度、本当に出るのか、
在宅医療等の利用者数は伸びていくのかを
確認していくことご意見をいただいているところです。



訪問診療の現状と第７期介護保険事業（⽀援）計画における在宅医療等の⾒込み

訪問診療の実績 市町が⾒込んだ訪問診療の提供⾒込み量

2013年 2017年
４⽉

2018年
４⽉

2018-
2017年 2020年 2025年 2025-

 
2018

賀茂 295 404 385 ▲19 422 486 101

熱海伊東 419 717 740 23 695 965 225

駿東⽥⽅ 2,420 3,045 2,940 ▲105 3,080 3,862 922

富⼠ 1,212 1,110 1,451 341 1,452 1,754 303

静岡 2,844 3,302 3,383 81 3,407 3,845 462

志太榛原 1,273 1,407 1,560 153 1,666 2,398 838

中東遠 1,037 1,176 1,319 143 1,127 1,433 114

⻄部 3,065 3,015 3,240 225 3,670 4,227 987

県計 12,565 14,176 15,018 842 15,519 18,972 3,954

○2018(平成30)年４⽉の訪問診療の利⽤者数（県計）は、15,018⼈で、2013(平成25)年に⽐べ
2,453⼈増加

○地域医療構想を基に市町が⾒込んだ2025年の訪問診療の⼈数（県計）は18,972⼈で、
2018年４⽉の実績に⽐べ、3,954⼈の増加を⾒込んでいる。

※2013年の実績は診療機関所在地別、2017、2018年4⽉の実績及び⾒込み量は利⽤者の住所地別の⼈数
※⼩数点以下の端数処理のため、県計は圏域合計と⼀致しない箇所があります

＋1,611

 
⼈

＋501⼈
＋3,954⼈

（⼈/⽉）

＋2,453⼈
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こちらは、訪問診療について、
計画の見込み量に対して現状がどうか、進捗を管理している表になります。

計画策定時に、2017年４月の国保、後期の医療保険の方の
訪問診療の実績をもとに介護サービスの見込み量を推計しましたので、
その一年後となる2018年４月の状況で進捗状況を見ています。

2017年から2018年の１年間で
訪問診療の利用者は842人増加しており、
2013年からの５年間では2,453人の増加となっています。

計画で見込んだ2020年の必要量まで、あと501人という状況です。





訪問診療と介護サービスの利⽤状況（2018.4）

利⽤者数 介護
サービス
併⽤なし

介護サービス併⽤あり

要⽀援
以下

要介護

 
１

要介護

 
２

要介護

 
３

要介護

 
４

要介護

 
５ 併⽤率

賀茂 385 32 353 15 52 95 68 60 63 91.7%

熱海伊東 740 35 705 38 143 146 115 142 121 95.3%

駿東⽥⽅ 2,940 265 2,675 202 550 515 478 528 402 91.0%

富⼠ 1,451 63 1,388 68 216 269 281 293 261 95.7%

静岡 3,383 151 3,232 129 617 630 595 674 587 95.5%

志太榛原 1,560 112 1,448 75 253 265 290 294 271 92.8%

中東遠 1,319 151 1,168 45 243 245 205 234 196 88.6%

⻄部 3,240 285 2,955 145 847 533 488 567 375 91.2%

県計 15,018 1,094 13,924 717 2,921 2,698 2,520 2,792 2,276 92.7%

○2018(平成30)年４⽉に訪問診療を利⽤した⼈のうち、介護サービスを利⽤していた⼈数(県計)は
13,924⼈、併⽤率は92.7％となっている。

○訪問診療の利⽤者の介護度は総合事業対象者から要介護５と幅広く、要介護１以下が26.1％、
要介護２〜４が20％前後、要介護５が16.3％となっている。

（⼈）
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Presentation Notes
左端の利用者数は、2018年４月、１ヶ月間の
訪問診療の利用者数です。
この数値は、国保と後期の医療保険の方のみの実績ですので、
ご留意ください。

そのひとつ飛ばして右横、介護サービス併用ありのところが、
訪問診療と介護サービスの両方を利用している方の人数で、
13,924人で、併用者の割合は9割を超えています。

介護度別の内訳は表のとおりですが、
軽度の方の利用もそれなりにある状況です。




訪問診療と介護サービス併⽤者の介護サービス利⽤状況①
 

利⽤場所

要⽀援
以下 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 H29.4

①特定施設⼊居者⽣活介護
（有料⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム等）
※介護予防、地域密着型サービスを含む

335 928 608 547 608 372 3,398 2,938

②認知症対応型共同⽣活介護
（認知症グループホーム）
※介護予防サービスを含む

12 631 714 757 565 404 3,083 2,758

③施設サービス
（特養、⽼健、介護療養型医療施設、介

 
護医療院）
※地域密着型サービスを含む

0 12 16 29 78 56 191 183

①〜③合計 347 1,571 1,338 1,333 1,251 832 6,672 5,879

④⾃宅等

 

①〜③以外 374 1,350 1,362 1,192 1,554 1,452 7,284 6,456

合計 717 2,921 2,698 2,520 2,792 2,276 13,924 12,335

○2018(平成30)年４⽉に訪問診療を利⽤した⼈のうち、特定施設(有料⽼⼈ホーム等)や
認知症グループホームなどの居住系施設に⼊所・⼊居していた利⽤者数(県計)は6,672⼈

○それ以外の⾃宅や集合住宅（サービス付き⾼齢者向け住宅を含む）に居住していた利⽤者数は7,284⼈
※重複利⽤者がいるため、下表の合計とは⼀致しません。
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Presentation Notes
こちらの表は、訪問診療を利用していた場所を示したものです。

介護保険の施設などに入所、入居している方が6,672人となっています。
有料老人ホームや認知症グループホームにおける
訪問診療の利用が多いことが見て取れます。

また、それ以外、「④自宅等」の部分ですが、
自宅やサービス付き高齢者住宅、シルバーハウジングなどの
介護保険の入所、入居施設以外での利用は7,284人となっています。

この自宅等で訪問診療を利用した方の介護サービス種別の利用状況を
まとめたのが、次のページになります。



訪問診療と介護サービス併⽤者の介護サービス利⽤状況②
 

サービス種別利⽤⼈数

要⽀援以下 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

訪問診療 374 1,350 1,362 1,192 1,554 1,452 7,284

訪問介護・訪問型サービス 204 646 623 518 696 681 3,368

訪問⼊浴介護 1 19 48 88 282 491 929

訪問看護 82 281 339 362 620 800 2,484

訪問リハビリテーション 10 33 38 33 72 103 289

通所介護・地域密着型通所介護・通所型サービス 134 681 693 579 694 492 3,273

通所リハビリテーション 14 70 96 83 100 120 483

福祉⽤具貸与 154 664 1,009 981 1,414 1,384 5,606

短期⼊所⽣活介護・療養介護 0 45 94 157 276 345 917

居宅療養管理指導 260 983 930 855 1,044 936 5,008

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 1 6 7

認知症対応型通所介護 0 6 10 25 33 54 128

⼩規模多機能型居宅介護 14 77 66 64 73 61 355

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 79 39 19 29 6 172

看護⼩規模多機能型居宅介護 0 3 17 16 25 35 96

○2018(平成30)年４⽉に⾃宅等で訪問診療を利⽤した⽅の介護サービス種別の利⽤状況は下表
 のとおり。

（⼈）

※⼀部のサービス種別は介護予防サービス、総合事業を含む
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自宅等で訪問診療を利用した方が、一番上の行になります。

その下から、介護サービス種別の利用人数です。

人数ですと少しわかりづらいかと思いますので、
次のページの利用割合をご覧ください。



訪問診療と介護サービス併⽤者の介護サービス利⽤状況③
 

サービス種別利⽤割合

○2018(平成30)年４⽉に居住系施設以外で訪問診療を利⽤した⼈で、訪問看護を利⽤したのは(県計)
34.1％、介護度が⾼くなるにつれ利⽤率は⾼くなっている。

要⽀援以下 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

訪問介護・訪問型サービス 54.5% 47.9% 45.7% 43.5% 44.8% 46.9% 46.2%

訪問⼊浴介護 0.3% 1.4% 3.5% 7.4% 18.1% 33.8% 12.8%

訪問看護 21.9% 20.8% 24.9% 30.4% 39.9% 55.1% 34.1%

訪問リハビリテーション 2.7% 2.4% 2.8% 2.8% 4.6% 7.1% 4.0%

通所介護・地域密着型通所介護・通所型サービス 35.8% 50.4% 50.9% 48.6% 44.7% 33.9% 44.9%

通所リハビリテーション 3.7% 5.2% 7.0% 7.0% 6.4% 8.3% 6.6%

福祉⽤具貸与 41.2% 49.2% 74.1% 82.3% 91.0% 95.3% 77.0%

短期⼊所⽣活介護・療養介護 0.0% 3.3% 6.9% 13.2% 17.8% 23.8% 12.6%

居宅療養管理指導 69.5% 72.8% 68.3% 71.7% 67.2% 64.5% 68.8%

夜間対応型訪問介護 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1%

認知症対応型通所介護 0.0% 0.4% 0.7% 2.1% 2.1% 3.7% 1.8%

⼩規模多機能型居宅介護 3.7% 5.7% 4.8% 5.4% 4.7% 4.2% 4.9%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0.0% 5.9% 2.9% 1.6% 1.9% 0.4% 2.4%

看護⼩規模多機能型居宅介護 0.0% 0.2% 1.2% 1.3% 1.6% 2.4% 1.3%
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要介護度別で、訪問診療を利用した方が
どんな介護サービスを利用したかを割合で示したものです。

合計のところで見ると、
利用の多いサービスは福祉用具貸与や居宅療養管理指導が７、８割、続いて、訪問介護や通所介護が４から５割、
続いて、訪問看護が３割強といった状況です。

本会議では、県計でお示ししましたが、
地域ごとに医療や介護資源の状況が異なりますので、
今後は、圏域ごとにもう少し細かい集計を行い、
圏域のネットワーク会議で、在宅で療養される方の生活を支えるために、
どのように医療と介護が連携していくのがよいのか議論をしていく予定です。
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